
 

平成３０年４月１日 

能 代 市 監 査 委 員 

 

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度能代市能代市能代市能代市監査基本計画監査基本計画監査基本計画監査基本計画    

 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針     

  

行財政運営の健全性、透明性の確保と市民の福祉の増進及び市政への信頼確保に

資するため、市民の視点に立って監査を実施します。 

監査の実施にあたっては、違法や不正の指摘にとどまらず、指導に重点をおいた

監査に努めます。 

また、適正な事務の執行を確保し、事務処理のミスや不正等を未然に防止するた

め、リスク管理やチェック体制が有効に機能しているか、など内部統制の状況につ

いても確認します。 

なお、本年度は、次の事項について重点項目とし、監査を実施します。 

 

（１）準公金の取扱いについて 

   各課においては、職務上の必要性から各種団体の事務局を引き受け、会計処理

する場合や各種会費・募金の取りまとめなど、公金以外の現金の取扱いが行われ

ています。 

団体の事務局を市が引き受ける場合は、会計処理等について定めている内規  

「市で事務局をもつ団体の取扱（平成 19 年 10 月 1 日施行）」により処理するこ

ととされていますが、各種会費・募金等の現金については、統一した取扱いにつ

いて定められていません。 

事件・事故等の未然防止の観点から、各種団体に関わる準公金について、市の

内規に従って取り扱われているか、また、各種会費・募金等については内部牽制

が働いている状況にあるか、確認します。 

 

（２）備品の管理状況について 

   庁舎関連の備品については、新庁舎建設工事や第一庁舎改修工事及び旧第二、

第三、第四庁舎の解体工事に伴い、新たな備品の購入や所管換などが全庁的に行

われたほか、不用となった備品については、譲渡や公売、廃棄処分が行われてい

ます。        

学校の備品についても、学校の統廃合に伴い、新たな備品の購入や所管換など

が行われ、不用となった備品については、公売などの処分が行われてきています。 

このように、ここ数年にわたり、多くの備品の購入や所管換、譲渡、公売、廃

棄処分が行われていることから、物品台帳の整理及び備品の管理状況について確

認します。 

また、２９年度に導入された「公会計管理台帳システム」では、５０万円以上

の備品について管理されており、その管理状況等についても確認します。 

 



 

（３）税及び保険料等の不納欠損処分について 

   税及び保険料等の債権の一部については、時効の完成等による債権の消滅や、

徴収の見込みがない債権を放棄するなどの不納欠損処分が行われています。 

公平な課税と徴収を担保するためにも、不納欠損処分を行った債権について、 

事務処理が適切であるか確認します。 

また、時効期間が経過した債権については、不納欠損処分が行われるまでの事

務処理や管理状況が適切であるか確認します。 

 

（４）事件・事故等の事案について 

他の地方公共団体で問題となった事件・事故等に関して、本市でも懸念される

と思われる場合は、必要に応じて重点項目として設定します。 

 

２２２２    実施監査実施監査実施監査実施監査等等等等種別及び方針種別及び方針種別及び方針種別及び方針     

 

（１）決算審査 

   一般会計・特別会計については、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証す

るとともに、予算の執行又は事務事業が、適正かつ効率的に行われているかどう

かを主眼とします。 

   公営企業会計については、経営の基本原則である経済性を発揮し、公共の福祉

に寄与しているかを主眼として、独立採算性等の見地から実施します。 

   また、経営戦略に基づいた、財政見通しとなっているかについても確認します。 

   財政健全化法に基づく健全化比率等については、基礎となる計数の正確性を検

証するとともに、前年度比率からの増減の内容について、調査・分析を行うもの

とします。 

   時間外勤務については、月毎及び年間の状況について確認を行います。 

 

（２）基金運用状況審査 

   基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が

適正かつ効率的に行われているかどうか、またペイオフ対策では相殺範囲内の預

け入れとなっているかなど、運用の安全性が確保されているかどうかを主眼とし

て実施します。 

 

（３）定期監査 

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、ま

た、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを

主眼として実施します。 

前期及び中期定期監査では、施設の実地監査を主体に行うこととします。本年

度においては、概ね３年程度実地監査を行っていない施設を対象とします。 

   後期定期監査は、例年どおり全課を対象に実施します。 

重点項目の準公金の取扱いについては、前期定期監査で調査し、後期定期監査

において実地も含め監査を実施します。 

 



 

備品の管理状況と税及び保険料等の不納欠損処分については、後期定期監査に

おいて実地も含め監査を実施します。 

公金管理の状況については、必要に応じて実地にて監査を実施します。 

 

（４）財政援助団体等監査 

   財政援助団体等監査は、前年度で監査の対象としていない補助金を中心に実施

します。補助要綱等が整備されているか、補助対象や算定根拠が明確になってい

るか、補助事業に係る帳簿、領収書や所管課等が作成すべき書類の確認も含め履

行確認の状況を主眼として実施します。 

   指定管理施設の実地調査については、指定管理に移行してからの期間が長くな

るにつれて施設の状況把握や管理の意識が低下する傾向にあります。これを補完

するため、実地調査を行う際の統一マニュアルを策定していますが、昨年に引き

続き、それぞれの施設の性格、状況に応じて適切な対応が行われているかについ

て、中期定期監査に組み入れて実地監査を行います。 

 

（５）例月出納検査 

   各会計の現金の出納について計数の正確性を検証するとともに、事務が適正に

行われているかどうかを主眼として実施するほか、期末監査である決算審査に対

する期中監査と位置づけ、財務事務処理に関する監査を継続的に実施します。 

 

（６）随時監査 

他の地方公共団体で問題となった事件・事故等に関して、本市でも懸念される

と思われる事案については、必要に応じて実地等にて監査を実施します。 

 

３３３３    実施実施実施実施上の留意点上の留意点上の留意点上の留意点     

 

（１）監査は、本監査基本計画と各監査実施計画に基づき、監査基準に沿って実施し

ます。 

（２）監査を終了したときは、速やかにその結果を決定し、報告、意見等を提出する

とともに、ホームページ等でその結果を市民に周知します。 

（３）定期監査等の結果に対する改善措置状況について、市長部局、各行政委員会等

からの措置通知により公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４４４４    監査監査監査監査等の等の等の等の実施（予定）期間実施（予定）期間実施（予定）期間実施（予定）期間及び実施体制及び実施体制及び実施体制及び実施体制     

 

定期監査定期監査定期監査定期監査     

（平成２９年度分及

び３０年度分） 

【前期定期監査（４【前期定期監査（４【前期定期監査（４【前期定期監査（４月月月月～６月）】～６月）】～６月）】～６月）】     

 ・４月上旬～４月下旬 関係書類等調査 

 ・５月上旬      実地監査 

 ・５月下旬～６月上旬 監査結果講評 

【【【【中中中中期定期監査（期定期監査（期定期監査（期定期監査（７７７７月月月月～～～～９９９９月）】月）】月）】月）】     

 ・７月上旬～９月中旬 関係書類等調査 

 ・７月中旬～９月下旬 実地監査 

【後期定期監査（１０【後期定期監査（１０【後期定期監査（１０【後期定期監査（１０月月月月～１月）】～１月）】～１月）】～１月）】     

 ・１０月～１２月   各課等の書類等調査 

 ・１月中旬      監査結果講評 

（財政援助団体等監査も含む） 

一般会計決算審査一般会計決算審査一般会計決算審査一般会計決算審査     

（平成２９年度分） 

６６６６月月月月～～～～８８８８月月月月     

 ・６月～７月     関係書類等審査 

 ・７月中旬      決算審査に係る聞き取り 

 ・８月下旬      意見書提出  

企業会計企業会計企業会計企業会計決算審査決算審査決算審査決算審査     

（平成２９年度分） 

６６６６月月月月～～～～８８８８月月月月     

 ・６月～７月     関係書類等審査 

 ・７月中旬      決算審査に係る聞き取り 

 ・８月下旬      意見書提出 

財政援助団体等監査財政援助団体等監査財政援助団体等監査財政援助団体等監査     

（平成２９年度分 

及び３０年度分） 

８８８８月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月     

【指定管理施設監査（【指定管理施設監査（【指定管理施設監査（【指定管理施設監査（８８８８月月月月～～～～９９９９月）】月）】月）】月）】     

 ・８月上旬～９月中旬 関係書類等調査 

 ・９月下旬      実地監査 

【補助金等簿冊監査（１０月【補助金等簿冊監査（１０月【補助金等簿冊監査（１０月【補助金等簿冊監査（１０月）】）】）】）】     

 ・１０月       関係書類等審査 

例月出納検査例月出納検査例月出納検査例月出納検査     毎月中旬～月末毎月中旬～月末毎月中旬～月末毎月中旬～月末     

随時監査随時監査随時監査随時監査     監査委員が必要と認めたとき監査委員が必要と認めたとき監査委員が必要と認めたとき監査委員が必要と認めたとき     

   

監査委員２人で監査等を実施し、事務局長以下職員３人が補助します。 


